
   

※１ 各学校でかかる学費総額により、自己負担が生じる場合もあります。 
東京都の奨学金を併用した際の最高額は、在学月数×5万円+144万円となります。 

 
※２ 勤続 2年で 60万円まで、勤続 5年で 100万円まで返済免除といたします。 
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